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(57)【要約】
【課題】期待する所定の動作と、それ以外の動作（ノイ
ズ）の判定精度の高い電気機器の制御方法及び電気機器
を提供すること。
【解決手段】所定の期間における赤外線センサの出力が
、第１の閾値を超えた期間の時間及び／又は回数に基づ
いて、赤外線センサの視野中における被検出体の動作が
所定の動作であると判定し、判定結果に基づき電子機器
の動作を制御する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検出体の動きを赤外線センサで検出して制御する電気機器の制御方法において、
　所定の期間における前記赤外線センサの出力が、第１の閾値を超えた期間の時間及び／
又は回数に基づいて、前記赤外線センサの視野中における前記被検出体の動作が所定の動
作であると判定し、該判定結果に基づき電気機器の動作を制御することを特徴とする電気
機器の制御方法。
【請求項２】
　前記回数が、２回以上であることを特徴とする請求項１に記載の電気機器の制御方法。
【請求項３】
　被検出体の動きを赤外線センサで検出して制御する電気機器の制御方法において、
　所定の期間における前記赤外線センサの出力が、一定の割合以上で変化し続けた場合に
、前記赤外線センサの視野中における前記被検出体の動作が所定の動作であると判定し、
該判定結果に基づき電気機器の動作を制御することを特徴とする電気機器の制御方法。
【請求項４】
　前記電気機器が、発光装置、空調装置、音出力装置、情報通信装置、電子計算機、撮像
装置のいずれかであることを特徴とする請求項１，２又は３のいずれかに記載の電気機器
の制御方法。
【請求項５】
　被検出体の動きを赤外線センサで検出して制御する電気機器において、
　所定の期間における前記赤外線センサの出力が、第１の閾値を超えた期間の時間及び／
又は回数に基づいて、前記赤外線センサの視野中における前記被検出体の動作が所定の動
作であると判定する判定部と、
　該判定部により判定された被検出体の動作に基づいて、動作を制御する制御部と
　を備えていることを特徴とする電気機器。
【請求項６】
　前記回数が、２回以上であることを特徴とする請求項５に記載の電気機器。
【請求項７】
　被検出体の動きを赤外線センサで検出して制御する電気機器において、
　所定の期間における前記赤外線センサの出力が一定の割合以上で変化し続けた場合に、
前記赤外線センサの視野中における前記被検出体の動作が所定の動作であると判定する判
定部と、
　該判定部により判定された被検出体の動作に基づいて、動作を制御する制御部と
　を備えていることを特徴とする電気機器。
【請求項８】
　前記電気機器が、発光装置、音出力装置、情報通信装置、電子計算機、撮像装置のいず
れかであることを特徴とする請求項５，６又は７のいずれかに記載の電気機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気機器の制御方法及び電気機器に関し、より詳細には、赤外線センサを用
いた電気機器の制御方法及び赤外線センサを備える電気機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、種々の制御を行うために、種々のセンサを搭載した電気機器が知られるようにな
っている。一例としては、加速度センサや磁気センサを搭載した携帯電話やスマートフォ
ン等の情報通信端末や、人感センサを搭載した空調装置が挙げられる。
　特に、視野中の温度やガスの状態を検知することが可能な赤外線センサを搭載した電気
機器は、他のセンサでは検出が困難な状態を検知することが可能であり、その応用が期待
されている。例えば、使用されているディスプレイの数量に基づいて必要換気量を演算す
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る空気調和システムが、例えば、特許文献１に提案されている。
【０００３】
　この特許文献１には、オフィスビル、ホテル、病院、住居などの各種建物の換気量を在
室人数に応じて制御する空気調和システムに関するもので、建物の空調エリア内を換気す
る換気装置と、空調エリア内の温度調節をする冷暖房機と、パソコンの消費電力を測定す
る電力計と、電力計により測定されたパソコンの消費電力と予め定められたパソコン１台
当たりの消費電力とから空調エリア内の在室人数を演算し、かつその在室人数と予め定め
られた一人当たりの換気量とから空調エリア内の必要換気量を演算し、その必要換気量に
基づいて換気装置の風量を設定する演算装置と、演算装置により設定された風量が得られ
るように換気装置を制御する空調コントローラーとを備えたものである。
【０００４】
　また、例えば、特許文献２は、電気機器を操作するための操作機器を備えた機器制御シ
ステムに関するもので、ユーザによる操作機器への操作内容を検出する検出手段を備え、
操作機器は、検知エリアが異なるように配置され、この検知エリア内にユーザの身体の一
部を検知したときに検知信号を出力する複数の赤外線センサ素子を有し、検出手段は、赤
外線センサ素子から出力された検知信号に基づいて、身体の一部が静止しているか又は移
動しているかを検出し、身体の一部が移動していると検出されたときには、この検知信号
を出力した赤外線センサ素子の位置とその出力順とに基づいて、身体の一部の移動方向を
検出すると共に、それら各種の検出結果を示す検出信号を出力し、電気機器は、検出手段
から出力された検出信号に基づいて、前記表示画面上で前記カーソルを静止又は移動させ
るように表示画面を制御する制御手段を有するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１３７５９５号公報
【特許文献２】特開２０１２－２２２８０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一般に、赤外線センサは、その赤外線センサの受光部に入光する赤外線のエネルギーに
基づいた信号を出力する。しかしながら、この信号がどのような条件の場合に電気機器を
制御するかについては、まだ多くの検討余地がある。例えば、上述した特許文献１に記載
の空気調和システムにおいては、赤外線センサの視野内にディスプレイ以外の物体（人体
、飲料物等）が存在する場合、ディスプレイが消灯しているにも関わらず、ディスプレイ
が点灯している状態であると誤検知する場合がある。
【０００７】
　また、上述した特許文献２に記載の機器制御システムは、赤外線センサ素子をアレイ状
に複数配置しなければならず、消費電力の増大を招来してしまうという問題がある。
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、低消費
電力でありながら、期待する所定の動作とそれ以外の動作（ノイズ）の判定精度の高い電
気機器の制御方法及び電気機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、以下の発明により上記課
題を解決できることを見出し、本発明を完成させた。
　本発明は、このような目的を達成するためになされたもので、請求項１に記載の発明は
、被検出体の動きを赤外線センサで検出して制御する電気機器の制御方法において、所定
の期間における前記赤外線センサの出力が、第１の閾値を超えた期間の時間及び／又は回
数に基づいて、前記赤外線センサの視野中における前記被検出体の動作が所定の動作であ
ると判定し、該判定結果に基づき電気機器の動作を制御することを特徴とする。
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【０００９】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記回数が、２回以
上であることを特徴とする。
　また、請求項３に記載の発明は、被検出体の動きを赤外線センサで検出して制御する電
気機器の制御方法において、所定の期間における前記赤外線センサの出力が、一定の割合
以上で変化し続けた場合に、前記赤外線センサの視野中における前記被検出体の動作が所
定の動作であると判定し、該判定結果に基づき電気機器の動作を制御することを特徴とす
る。
　また、請求項４に記載の発明は、請求項１，２又は３に記載の発明において、前記電気
機器が、発光装置、空調装置、音出力装置、情報通信装置、電子計算機、撮像装置のいず
れかであることを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項５に記載の発明は、被検出体の動きを赤外線センサで検出して制御する電
気機器において、所定の期間における前記赤外線センサの出力が、第１の閾値を超えた期
間の時間及び／又は回数に基づいて、前記赤外線センサの視野中における前記被検出体の
動作が所定の動作であると判定する判定部と、該判定部により判定された被検出体の動作
に基づいて、動作を制御する制御部とを備えていることを特徴とする。
　また、請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の発明において、前記回数が、２回以
上であることを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項７に記載の発明は、被検出体の動きを赤外線センサで検出して制御する電
気機器において、所定の期間における前記赤外線センサの出力が一定の割合以上で変化し
続けた場合に、前記赤外線センサの視野中における前記被検出体の動作が所定の動作であ
ると判定する判定部と、該判定部により判定された被検出体の動作に基づいて、動作を制
御する制御部とを備えていることを特徴とする。
　また、請求項８に記載の発明は、請求項５，６又は７に記載の発明において、前記電気
機器が、発光装置、音出力装置、情報通信装置、電子計算機、撮像装置のいずれかである
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の電気機器の制御方法及び電気機器によれば、所定の動作と、それ以外の動作の
判定精度の高い電気機器の制御方法及び電気機器を提供することが可能なる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係る電気機器の制御方法の第１の実施形態の動作例を説明するための模
式図である。
【図２】第１の実施形態の電気機器の制御方法において、各動作に応じた赤外線センサの
出力波形図である。
【図３】第１の実施形態の電気機器の制御方法において、手を位置往復して横切る動作を
した場合の赤外線センサの出力波形図である。
【図４】本発明に係る電気機器の制御方法の第２の実施形態の動作例を説明するための模
式図である。
【図５】第２の実施形態の電気機器の制御方法において、各動作に応じた赤外線センサの
出力波形図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の各実施形態について説明する。　
　本発明の電気機器の制御方法において、制御される電気機器は、電気信号によって制御
・動作される機器であれば特に制限されない。具体的には、室内照明等の発光装置、エア
コンや扇風機等の空調装置、音楽プレイヤーやスピーカー等の音出力装置、携帯電話はス
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マートフォン等の情報通信装置、デスクトップパソコンやノートパソコンやタブレットパ
ソコン等の電子計算機、デジタルスチールカメラやデジタルビデオカメラ等の撮像装置、
テレビ等の画像表示装置、電子楽器、各種家電、リモートコントローラ等が挙げられる。
本発明の電気機器も同様である。
【００１５】
　本発明の電気機器及びその制御方法は、赤外線センサを用いるため、この電気機器に接
触することなく制御が可能となるため、そのような用途が求められる電気機器において特
に有効である。例えば、濡れたり汚れたりした手であっても、電気機器に直接触れること
なく制御が可能であり、この電気機器の故障や汚染を発生させないため好ましい。
　本実施形態において、電気機器の制御としては、いかなる制御であってもよい。一例と
しては、電源のＯＮ／ＯＦＦ制御、所望の動作制御（例えば、発光装置であれば段階的な
調光制御や発光色制御、空調装置であれば運転モード制御、音出力装置であれば再生／停
止／曲送り／局戻し制御、情報通信装置であれば通信開始／停止制御、撮像装置であれば
シャッター制御、画像表示装置であれば別画面切り替え制御等）、連続的変化量の制御（
例えば、発光装置であれば調光制御、空調装置であれば風量制御、音出力装置であれば音
量、撮像装置であればズーム制御やピント制御等）が挙げられる。
【００１６】
　本発明の電気機器の制御方法において用いられる赤外線センサとしては、入射される赤
外線のエネルギーに応じた信号を出力することが可能なものであれば特に制限されない。
一例としては、フォトダイオードやフォトコンダクタなど、光電変換によって信号を出力
する「量子型赤外線センサ」や、サーモパイルや焦電型センサなど、赤外線吸収による温
度変化を電気信号に変換する「熱型赤外線センサ」を用いることができる。外部からの電
力供給を最小限に抑えて消費電力を低減する観点や、静止状態の判定精度が高い観点から
、量子型赤外線センサを用いることが好ましい。量子型赤外線センサの具体例としては、
ＩｎＳｂを用いたＰＮまたはＰＩＮ接合構造を有する量子型赤外線センサが挙げられるが
これに制限されない。
【００１７】
　また、赤外線センサは、検出したい動作に応じて、視野を所定の角度に制限するための
視野角制限体（電気機器の筐体に設けられた開口部や、赤外線センサ自体の筐体等）や、
所望の波長の赤外線を選択的に透過するフィルタ（ローパスフィルタ、ハイパスフィルタ
、バンドパスフィルタ等）や、光電変換部からの出力に更なる演算を加える信号処理回路
（増幅回路や演算回路等）を有していてもよい。
【００１８】
［第１の実施形態］
　本発明に係る電気機器の制御方法の第一の実施形態は、所定の期間における赤外線セン
サの出力が、第１の閾値を超えた期間の時間及び／又は回数に基づいて、赤外線センサの
視野中における被検出体の動作が所定の動作であると判定し、この判定結果に基づき電子
機器の動作を制御する電気機器の制御方法である。
　第１の実施形態において、回数は特に制限されないが、判定精度の向上の観点から、２
回以上が好ましく、３回以上がより好ましい。回数が増えるほど、被検出体の動作が作為
的なものである割合が高いため、高精度な判定が可能になる。
【００１９】
　図１は、本発明に係る電気機器の制御方法の第１の実施形態の動作例を説明するための
模式図で、発光装置について説明する。なお、本実施形態は、これに制限されず、上述し
た電気機器の具体例のいずれでも適用可能である。
　図中符号１１０は発光装置、２０は赤外線センサ、２１は赤外線センサの視野の境界、
１００はテーブルを示している。
【００２０】
　上述したように、赤外線センサは入射される赤外線のエネルギーに応じた信号を出力す
る。実体的には、赤外線センサの視野中の物体の温度に応じて輻射される赤外線が入射さ
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れる。発光装置を制御するためには、制御のための作為的な動作のみを検出し、それ以外
の動作を検出しないようにする必要がある。
　視野中に物体の入出がなければ、赤外線センサの出力はテーブルの温度に応じた出力と
なり、基本的に略一定となる。そして、視野中にテーブルの温度と異なる物体が入出する
と、赤外線センサの出力は該物体の温度に応じて変化する。
【００２１】
　ここで、判定したい被検出体の所定の動作として、手が比較的早く視野を横切った動作
を採用し、それ以外の動作（図１における例としては、味噌汁が視野を横切る動作）は被
検出体の所定の動作ではないと判定したい場合、手が比較的早く視野を横切る動作に応じ
た出力Ｓ２１と、味噌汁が視野を横切る動作に応じた赤外線センサの出力Ｓ２２は、図２
の様になるため、第１の閾値を超えた期間が比較的短い場合に所定の動作がなされたと判
定するように設定することにより、所定の動作とそれ以外を区別して判定することが可能
になる。また、所定の期間を短くすることによっても同様に、所定の動作とそれ以外を区
別して判定することが可能になる。
【００２２】
　また、手が比較的早く視野を一往復して横切る動作をした場合、赤外線センサの出力Ｓ
３１は、図３に示す様な特異的な出力となる。そこで、判定したい検出体の所定の動作と
して、手が比較的早く視野を一往復して横切る動作を採用し、所定の期間において、第１
の閾値を超えた期間の時間が短く、かつ、２回である場合にこの所定の動作と判定するこ
とにより、より高精度の判定が可能になる。回数を増やせば増やすほど動作の特異性が上
がる。例えば、一往復半（３回）であれば更に高精度な判定が可能になる。
【００２３】
　第１の実施形態の電気機器の制御方法を実現するための電気機器としては、赤外線セン
サと、所定の期間における赤外線センサの出力が、第１の閾値を超えた期間の時間及び／
又は回数に基づいて、赤外線センサ素子の視野中における被検出体の動作が所定の動作で
あると判定する判定部と、判定された被検出体の動作に基づいて、動作を制御する制御部
とを備えることを特徴とする電気機器により達成可能である。
【００２４】
［第２の実施形態］
　上述したように、本発明の第１の実施形態の電気機器の制御方法は、所定の期間におけ
る赤外線センサの出力が一定の割合以上で変化し続けた場合に、赤外線センサの視野中に
おける被検出体の動作が所定の動作であると判定し、この判定結果に基づき電子機器の動
作を制御することを特徴とする電気機器の制御方法である。
　所定の期間における赤外線センサの出力が一定の割合以上で変化し続けた場合の判定方
法としては、所定の期間における赤外線センサの出力の微分値と、第２の閾値を比較する
方法が挙げられる。
【００２５】
　図４は、本発明に係る電気機器の制御方法の第２の実施形態の動作例を説明するための
模式図で、発光装置について説明する。被検出体としては人間の手を例に説明する。なお
、本実施形態は、これに制限されず、上述した電気機器の具体例のいずれでも適用可能で
ある。
　なお、図１と同じ機能を有する構成要素には同一の符号を付してある。図中符号Ｐ１，
Ｐ２は手の位置を示している。
【００２６】
　手を位置Ｐ１からＰ２に一定の割合で連続的に移動させると、赤外線センサからの出力
は一定の割合で連続的に増加し、図５のＳ５１に示す様な波形となる。すなわち、赤外線
センサの出力が一定の割合で変化し続けた場合の時間Ｔｃは、図５のＴｃ５１に示す期間
になる。一方、手を視野に入れたのみで、上下方向の移動を行わなかった場合は、赤外線
センサからの出力は、図５のＳ５２の様になる。すなわち、赤外線センサの出力が一定の
割合で変化し続けた場合の時間Ｔｃは図５のＴｃ５２に示す期間になり、Ｔｃ５１と比較
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してかなり短くなる。
【００２７】
　すなわち、第２の実施形態の電気機器の制御方法によれば、期待する所定の動作を高精
度に判定することが可能になる。
　さらに、第２の実施形態の電気機器の制御方法によれば、赤外線センサの出力の変化量
は変化期間の長短に応じて、電気機器を制御することも可能になるため、より直観的かつ
一動作で行うことが可能になる。
【００２８】
　第２の実施形態の電気機器の制御方法を実現するための電気機器としては、赤外線セン
サと、所定の期間における赤外線センサ素子の出力が一定の割合以上で変化し続けた場合
に赤外線センサの視野中における被検出体の動作が所定の動作であると判定する判定部と
、判定された被検出体の動作に基づいて、動作を制御する制御部と、を備えることを特徴
とする電気機器により達成可能である。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明は、赤外線センサを用いた電気機器の制御方法及び赤外線センサを備える電気機
器に関する。電気機器の制御方法及び所望の制御動作が可能な電気機器として好適である
。
【符号の説明】
【００３０】
　１０　発光装置
　２０　赤外線センサ
　２１　赤外線センサの視野の境界
　１００　テーブル

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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